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１ 趣旨  

この事業は、地域の高齢者の長寿をお祝いし、多年にわたり社会の発展に寄与されたことに

感謝することを目的として、地域敬老事業を実施する住民自治協議会、地域実行委員会などに

対して、市が交付金または補助金を交付するものです。 

 

２ 交付金の額と対象経費 

（１）交付金の額 

  次の①～③のいずれかを選択して申請することができます。 

  ①～③のいずれにおいても、1,000円未満は切り捨てになります。 

  申請窓口は地域づくり推進課です。 

 ①2,600円×今年度77歳以上となる高齢者数（※１） 

②2,600円×今年度節目の年齢となる高齢者数（※２） 

③基礎額（200,000円）＋1,500円×今年度77歳以上となる高齢者数 

（※１）令和８年４月１日現在で市内に住所を有する、昭和25年４月１日以前に生まれた方

を指します。 

（※２）令和８年４月１日現在で市内に住所を有する、77歳、80歳、88歳、90歳、99歳、

100歳、108歳、111歳、120歳を指します。対象とする年齢を選択してください。 

 

（※３）地域の祭りなどの高齢者以外も招待する対面イベントを指します。77歳以上とな

る高齢者に来場記念品を配付する、ステージ観覧席前方を優先エリアにするなど、敬老の趣

旨を含む対面イベントとなるようにしてください。 

（２）対象経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施方法 対象者 交付額 

① 
・対面イベント 
・記念品の手渡し 
・業者による記念品の配達 

77 歳以上となる高齢者 2,600 円×77 歳以上となる高齢者数 

② 
・対面イベント 
・記念品の手渡し 
・業者による記念品の配達 

節目の年齢となる高齢者 2,600 円×節目の年齢となる高齢者数 

③ 
・敬老の趣旨を含む 

対面イベント（※３） 
（式典等の形式を問わない） 

高齢者を含む多世代 
基礎額（200,000 円）＋ 
1,500 円×77 歳以上となる高齢者数 

科  目 対象となるもの（例） 

報償費 講師謝礼、出演者謝礼、記念品代 

旅費 講師交通費、出演者交通費 

消耗品費 封筒、筆記用具、紙皿、紙袋、用紙、紙コップ 

食糧費 弁当、菓子、食べ物、飲み物 

印刷製本費 印刷代、コピー代、写真現像代 

光熱水費 冷暖房費 

通信費 切手代、はがき代、電話料 

手数料 振込手数料、保険料、運搬費 

使用料 会場使用料、備品借上料、器具借上料、バス借上料 
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（３）交付対象とならないもの 

①金券（記念品としての「商品券」など） 

換金性が高く、交付金の使途として適切でないため、記念品は原則、金券以外の物にして

ください。ただし、換金性が高くない金券は交付対象とする場合があります。（※） 

（※）西条駅前商店街限定で使える商品券、店舗限定の買い物券などの東広島市内での利用

に限られるものを指します。配付前に地域包括ケア推進課へご相談ください。 

②居酒屋での外食などの反省会経費 

遊興的性格の強い経費や社会通念上、過大と思われる経費は交付対象となりません。 

 

３ 手続きの流れ 

手続きの内容 参照ページ 

１対象者名簿の確認 

名簿に他の地域の方が含まれていないか、6 月 30 日までに確認

してください。 

他の地域の方が含まれていましたら、至急ご連絡ください。 

【連絡先】地域包括ケア推進課（082-420-0984） 

４ページ 

２交付見込額の通知 
７月上旬頃、地域づくり推進課から交付見込額を通知します。 

交付見込額通知後は敬老事業の金額変更はできません。 
― 

３交付金の申請 
「交付金交付申請書」を作成、提出してください。 

この際、交付金交付請求書を同時に提出いただいても構いません。 

【申請方法】書類の提出 

【 提 出 先 】地域づくり推進課 

【提出期限】12 月 25 日まで 

別紙 

４交付決定通知 地域づくり推進課から「交付決定通知書」を送付します。 ― 

５交付金の請求 
「交付金交付請求書」を作成、提出してください。 

【申請方法】書類の提出 

【 提 出 先 】地域づくり推進課 

別紙 

６交付金の受取 
「交付金交付請求書」の提出からおおむね 2 週間程度で、指定口 

座に交付金を振込みます。 
― 

７弁当等の発注報告 

食事（持ち帰り弁当など）の提供を予定している場合は、事前に 

「弁当発注報告書」を作成、提出してください。 

【申請方法】電子申請または書類の提出 

【提 出 先】地域包括ケア推進課または各支所担当課 

【提出期限】事業実施日の 10 日前 

11 ページ 

８敬老事業の実施 

対面イベントの開催や記念品の配布など、地域で敬老事業を実施

してください。対面イベントを開催する場合は、開催前日までに

市から祝電（レタックス）を送付します。 

11 ページ 
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９対象者名簿の返却 

「対象者名簿」（コピーしたものも含む）を返却してください。 

【 返 却 先 】地域包括ケア推進課または各支所担当課 

【返却期限】行事終了から 1 か月以内 

― 

１０交付金の実績報告 

「実施報告書」を作成、提出してください。 

【申請方法】書類の提出 

【提 出 先】地域づくり推進課 

【提出期限】令和９年５月末 

別紙 

 

健康福祉部 地域包括ケア推進課 

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 

電話：082-420-0984 Mail：hgh200984@city.higashihiroshima.lg.jp 

 

地域振興部 地域づくり推進課 

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 

電話：082-420-0924  

 

各支所担当課 

  黒瀬支所福祉保健課  

〒739-2692 東広島市黒瀬町丸山 1333 

電話：0823-82-0220 

 

  福富支所地域振興課  

〒739-2303 東広島市福富町久芳 1545-1 

電話：082-435-2211 

 

  豊栄支所地域振興課  

〒739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋 963-2   

電話：082-432-2563 

 

  河内支所地域振興課  

〒739-2201 東広島市河内町中河内 1166    

電話：082-437-1109 

 

  安芸津支所福祉保健課 

〒739-2492 東広島市安芸津町三津 5556-1   

電話：0846-45-2065  
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４ 地域敬老対象者名簿 

（１）名簿の内容（４種類） 

全対象者を記載している名簿（①共通の名簿）と特定の対象者のみを抽出した名簿（②77歳到

達者名簿 ③転入者名簿 ④異動者名簿）があります。 

これらの名簿の中に、他の地域の方が含まれていないかを確認し、他の地域の方が含まれてい

た場合は、至急ご連絡ください。 【連絡先】地域包括ケア推進課（082-420-0984） 

① 共通の名簿 

どの地域にも必ず配付している名簿です。 

令和８年４月１日時点の住民基本台帳を基に、地域内の全対象者（今年度77歳以上とな

る高齢者）を記載しています。 

この名簿に記載された対象者の人数が今年度77歳以上となる高齢者数となります。令和

８年４月２日以降に「死亡」「転居」「転出」した方も、交付金の計算対象です。 
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②77歳到達者名簿 

令和８年度中に77歳になる方がいる地域のみ配付している名簿です。 

この名簿に記載された方は令和８年度からの対象者です。 

   ③転入者名簿 

    令和７年４月２日以降に転入してきた方がいる地域のみ配付している名簿です。 

この名簿に記載された方は令和８年度からの対象者です。 
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   ④異動者名簿（令和８年４月２日～令和８年５月１８日） 

令和８年４月２日から令和８年５月１８日に住民基本台帳の変更（死亡、転出、転入、転

居）があった方がいる地域のみ配付している名簿です。 

この名簿に記載された方のうち、「死亡」「転出」「転居」の方は令和８年度の交付金の計

算対象者ですが、「転入」の方は対象外になります。 

 

（２）電子名簿の並び替え手順 

  名簿は住所順で対象者を記載していますが、以下の手順で名前順に並び替えができます。 

①B列からH列を選択する。 
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②「ホーム」の「並び替えとフィルター」を選択する 

 

③「ユーザ設定の並び替え」を選択する 

 

 

 

 

 

④先頭行をデータの見出しとして使用するにチェックする 

  

 

 

   

  

  

  

⑤「最優先されるキー」で「氏名カナ」を選択する 
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⑥「ＯＫ」を選択する 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

（３）名簿の取扱い 

  名簿は公益（高齢者福祉の増進）上の情報提供ですので、悪用されることのないよう、慎重な

取扱いと適切な管理をお願いします。4月14日付で配付した「地域敬老対象者名簿の取扱いに関

する覚書」に詳細が記載されておりますので、内容をご確認の上、お手元に保管ください。 

【取り扱い上の主な注意点】 

   ①名簿で知り得た個人情報は、名簿の返却後を含め、他人に教えたり、敬老行事の実施以外

の目的には使用しないようお願いします。このことは、行事に携わる他の役員の方にも周知

徹底していただくようお願いします。 

②代表者の方は、名簿を紛失したり、外部に流出したりすることのないよう、名簿の所在を

常に把握しておいてください。なお、名簿の紛失等不測の事態が生じた場合には、速やかに

地域包括ケア推進課まで連絡してください。 

③名簿（コピーしたものを含む）は、行事終了から1か月以内に実績報告と共に市役所地域

包括ケア推進課または各支所担当課に返却してください。 
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５ 弁当等発注報告 【提出期限】事業実施日の10日前 

（１）記入例 

食事の提供（対面イベントで食事を提供する、各家庭へ弁当を配付するなど）を予定している

場合は県保健所へ「弁当発注報告書」の提出が必要です。業者に発注する場合、手作りで用意す

る場合のいずれにおいても提出が必要です。 

とりまとめて県保健所に提出しますので、計画が決まったら「地域敬老事業における弁当等発

注報告書」を市に提出してください。書類の提出または市ホームページからの電子申請も受け付

けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

押印不要 

押印不要 
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（２）電子申請の手順 

弁当発注報告は市ホームページからの電子申請も受け付けております。 

手続きには市からのメールを受取可能なメールアドレスが必要です。 

①市のホームページで「敬老事業」と検索してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「敬老事業」のページを開いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「弁当発注報告」のリンクを押してください。 
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④「利用者登録せずに申し込む方はこちら」を押してください。 

⑤利用規約等を確認し、「同意する」を押してください。 
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⑥市からのメールを受け取れるメールアドレスを入力してください。 

⑦24時間以内にメールに記載されたURLを開いてください。 
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⑧すべての設問に回答した後、「確認に進む」を押してください。 

⑨申込内容を確認し、「申込む」を押してください。 
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⑩申込が完了すると、申込完了画面になります。⑥で入力したメールアドレス宛てに「申込

完了通知メール」が届きますのでご確認ください。 

「PDFファイルを出力する」を押すと、申請内容を反映したPDFをダウンロードすること

もできます。 

「申込内容照会」の際には、メールに記載の「整理番号」と「パスワード」が必要です。 
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（３）持ち帰り用食品の取扱いにおける注意点 

   ①未開封の状態で渡す 

   ②調理から食べるまでの温度管理を徹底する 

   ③持ち帰りの食品は帰宅後すぐに食べるように周知する 

   ④すぐに食べないときは冷蔵庫で保管するように周知する 

 

６ 敬老事業の実施に係る要望 

  敬老事業の実施にあたり、支援が必要な場合は地域包括ケア推進課へ依頼してください。依

頼される際は、４月14日付で配付した「令和８年度地域敬老事業実施に係る要望書」をご利用

ください。 

①案内文（対面イベントの開催案内など）の印刷 

案内文の原本をご提出いただければ、市で必要数を印刷します。 

22ページに「資料7 案内文のひながた（例文）」がありますので、文面を作成する際に

ご活用ください。 

②郵便送付用の宛名シールの作成 

対象者に郵便物を送付する際に活用いただける、郵便番号、住所、名前を印刷した宛名シ

ールを必要数作成します。 

電子名簿を送付する際、宛名シール用のデータも送付しておりますので、各自で印刷する

ことも可能です。 

   ③郵便送付用の封筒の準備 

無地の長３形封筒を必要数お渡しします。 

 

７ ひとむすびによる敬老事業の運営支援 

  地域で抱える課題を解決するため、敬老事業の見直しを検討している団体の運営支援等を実

施します。詳細は別紙をご確認ください。 

 

８ 祝電（レタックス） 

  対面イベント（敬老会の式典や敬老の趣旨を含む対面イベントなど）を開催する場合は、申請

書に記載いただく開催予定日の前日までに市から祝電（レタックス）を送付します。 

申請時の開催予定日よりも開催日が早まる場合にはご連絡ください。 
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９ 団体傷害保険 

敬老事業が行われる期間、対面イベントの参加者及び準備・運営に携わる方（役員、ボランテ

ィア、出演者など運営に関わる方）を対象に市で団体傷害保険に加入しています。 

万が一、事故が起こった場合は至急、地域包括ケア推進課へ連絡してください。その際は保険

金請求の手続上、対面イベント当日の出席者名簿等を確認させていただくことがあります。 

（１）保険の対象範囲 

対面イベントの参加中及び準備中に被った傷病等に対する保険です。参加のための往復途上中

（自宅から敬老事業実施場所まで）に生じた事故についても対象です。 

（２）保険対象期間 

  令和８年６月１日～令和９年２月１日まで 

（３）保険内容 

主な内容および保険金の限度額については、次のとおりです。①～⑤には食中毒および熱中症

の補償が含まれています。 

①災害死亡補償（傷害）    500万円 

   ②後遺障害補償（傷害）    500万円 

   ③療養補償（傷害）入院日額  4,000円 

   ④療養補償（手術）（傷害）手術の種類により入院日額の10・20・40倍 

   ⑤療養補償（傷害）通院日額  2,500円 
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10 関係資料 

（１）資料１ 敬老会の実施方法について 
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（２）資料２ 高齢者基礎資料 

①各町別人口データ（令和８年 4 月末時点の住民基本台帳による）  

東広島市全体の高齢化率は 25.2％（高齢者人口 48,081 人／総人口 191,055 人）です。 

年齢は満年齢で記載されています。 

 西条 八本松 志和 高屋 黒瀬 福富 豊栄 河内 安芸津 

人口（人） 86,849 30,003 5,853 29,182 21,308 2,048 2,716 5,069 8,027 

65 歳以上 
人口（人） 13,167 7,220 2,707 9,169 7,451 977 1,433 2,222 3,735 

高齢化率 15.2% 24.1% 46.2% 31.4% 35.0% 47.7% 52.8% 43.8% 46.5% 

最高齢者 
（男性） 103 歳 101 歳 103 歳 99 歳 102 歳 100 歳 100 歳 99 歳 101 歳 

最高齢者 
（女性） 107 歳 106 歳 107 歳 104 歳 104 歳 104 歳 102 歳 106 歳 106 歳 

②日本人の平均寿命（厚生労働大臣官房統計情報部「完全生命表」「簡易生命表」より抜粋） 

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

男 80.50 80.75 80.98 81.09 81.25 81.41 81.64 81.47 81.05 81.09. 81.09 

女 86.83 86.99 87.14 87.26 87.32 87.45 87.74 87.57 87.09 87.14. 87.13 

 

（３）資料３ 天候不順の場合における対面イベントの中止・延期の目安 

令和８年度広報東広島（６月号）から抜粋した資料です。対面イベントの中止・延期を検討

される際の参考としてください。 

年次 

区分 
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（４）資料４ 減免対応可能な会場 

いずれも、他の行事・会場の都合などで、ご希望に添えないこともあります。 

①小学校、中学校の体育館等 

 使用したい施設、日時、目的を学校に相談した後、「学校施設使用許可申請書」を

教育総務課（082-420-0974）に提出してください。また、「減免申請書」「開催場

所、イベント内容等を記載した敬老事業の企画概要紙」も対面イベント開催日の１

週間前までに教育総務課（082-420-0974）に提出してください。 

②東広島運動公園内の施設 

    予約申請は対面イベント開催日の３か月前から可能です。インターネットで「ひ

ろしま・やまぐち公共施設予約サービス」にアクセスし、アカウント登録して予約

情報を申請した後、対面イベント開催日の１週間前までに東広島運動公園（082-

425-2525）に「減免申請書」の提出が必要です。 

③東広島市市民文化センター 

 インターネットで「ひろしま・やまぐち公共施設予約サービス」にアクセスし、

アカウント登録して予約情報を申請した後、1週間以内に東広島市市民文化センター

の窓口（082-424-3811）に「減免申請書」を提出してください。または、電話で

仮予約した後、2週間以内に窓口で「施設利用申請書」「減免申請書」を提出するこ

とでも予約可能です。 

④東広島芸術文化ホール（小ホール） 

 予約申請は対面イベント開催日の１年前から可能です。東広島芸術文化ホールの

ホームページから予約情報を申請した後、２週間以内に東広島芸術文化ホールの窓

口（082-426-5900）に「減免申請書」を提出してください。または電話で仮予約

した後、２週間以内に窓口で「施設利用申請書」「減免申請書」を提出することでも

予約可能です。ただし、「大ホール」は減免申請の対象になりません。 
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（５）資料５ 老人ホーム等助成対象施設 

  対象施設の入所者は地域の名簿には記載されていません。 
実施施設名 所在地 

1 ケアハウス あすなろ 西条町 

2 
特別養護老人ホーム 桜が丘保養園 

ケアハウス 桜が丘保養園 
西条町 

3 
特別養護老人ホーム 長寿苑 

グループホーム 長寿苑 
西条町 

4 有料老人ホーム ふれあいの里 西条町 

5 サービス付き高齢者向け住宅 えにしの里 西条町 

6 有料老人ホーム コミューン柏葉 西条町 

7 有料老人ホーム ライフイン西条 西条町 

8 グループホーム ふれあい西条Ⅱ 西条町 

9 コミュニティホーム ゆずの家 西条町 

10 介護医療院ナーシングホーム ふれあい 西条町 

11 グループホーム みそのっこ 西条町 

12 特別養護老人ホーム 新生園 八本松町 

13 有料老人ホーム 故郷－八本松 八本松町 

14 特別養護老人ホーム ときわ 八本松町 

15 グループホーム ふれあい八本松 八本松町 

16 有料老人ホーム 明日への風 八本松町 

17 障がい者支援施設 ときわ台ホーム 八本松町 

18 介護付有料老人ホーム ドエル東志和 志和町 

19 グループホーム もやい志和 志和町 

20 特別養護老人ホーム おうぎの里 志和町 

21 西志和農園 志和町 

22 

特別養護老人ホーム 造賀福祉園 

養護老人ホーム 造賀福祉園 

シニアマンション造賀 

高屋町 

23 グループホーム 湯舟の里 高屋町 

24 特別養護老人ホーム 御薗寮 高屋町 

25 有料老人ホーム 高屋の大地 成寿会 高屋町 

26 サービス付き高齢者向け住宅 たかやの郷 高屋町 

27 グループホーム WOW！ 高屋町 

28 特別養護老人ホーム さくら園 黒瀬町 

29 グループホーム ふぁみりぃ黒瀬 黒瀬町 

30 やすらぎの里 黒瀬町 

31 特別養護老人ホーム 神郷の家 福富町 

32 グループホーム サンハートホーム 福富町 

33 有料老人ホーム ふくとみ 福富町 

34 
特別養護老人ホーム 豊邑苑 

ケアハウス 豊邑 
豊栄町 

35 グループホーム ふぁみりぃ豊栄 豊栄町 

36 

特別養護老人ホーム 大仙園 

特別養護老人ホームユニット型 大仙園 

ケアハウス 大仙 

河内町 

37 グループホーム ジューンベリーの家 河内町 
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38 
特別養護老人ホーム あきまろ園 

ケアハウス あきまろ園 
安芸津町 

39 ケアハウス 赤崎さざなみ荘 安芸津町 

40 グループホーム 金泉 安芸津町 

 

（６）資料６ 交付金と補助金の違い 

地域敬老事業を実施する場合には、交付金または補助金を交付しています。 

 交付金 補助金 

対象団体 住民自治協議会 地域実行委員会等 

助成金額 

次の①～③から選択 

いずれも1,000円未満は切り捨て 

 

①2,600円×77歳以上となる高齢者数 

②2,600円×節目の年齢となる高齢者数 

③基礎額（200,000円）＋1,500円× 

77歳以上となる高齢者数 

次の①～③から選択 

選択した金額と実際にかかった費用を 

比べていずれか低い額 

①2,600円×77歳以上となる高齢者数 

②2,600円×節目の年齢となる高齢者数 

③基礎額（100,000円）＋1,500円× 

77歳以上となる高齢者数 

事前着手 
できる 

年度当初から着手が可能 

できない 

交付決定前は着手が不可能 

余剰金 翌年度へ繰越可能（限度あり） 全額返金 

実績報告 
住民自治協議会の総会後に提出 

領収書等の提出は不要（５年保管） 

事業終了後１か月以内に提出 

領収書等の提出が必要 

担当課 地域づくり推進課 地域包括ケア推進課 
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（７）資料７ 案内文ひながた（例文） 

 

令和８年  月  日  

敬老事業対象者 各位 

 

 

○○地区社会福祉協議会   

   会長  ○○ ○○  

 

 

○○地区敬老会の開催について（ご案内） 

 

 

○○の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、このたび○○地区では、地域の高齢者に敬意を表し、長寿をお祝いするため、次のとおり

敬老会を開催いたします。 

 万障お繰り合わせの上、ご出席くださいますようご案内申し上げます。 

 

開 催 日 会 場 受 付 開 会 

○月○日（○） ○○○会館 ○○時○○分～ ○○時○○分 
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11 提出物チェックリスト   

 

 

 提出書類 確認項目 
確認後 

☑ 

別

紙 

東広島市地域づくり推
進交付金交付申請書 

別紙記入例を参照したか  

事業実施方法①または③の場合（2 ページ参照） 
高齢者数は地域敬老事業対象者名簿 1 枚目下の数字と一致しているか 

 

事業実施方法②の場合（2 ページ参照） 
節目の年齢となる高齢者数は、地域敬老対象者名簿と一致しているか 

 

事業実施方法①の場合（2 ページ参照） 
交付申請額は、2,600 円×77 歳以上となる高齢者数となっているか 

 

事業実施方法②の場合（2 ページ参照） 
交付申請額は、2,600 円×節目の年齢となる高齢者数となっているか 

 

事業実施方法③の場合（2 参照） 
交付申請額は、200,000 円+1,500 円×77 歳以上となる高齢者数と 
なっているか 

 

別

紙 

東広島市地域選択事業

計画書 

別紙記入例を参照したか  

事業計画の記載内容に誤りはないか  

役員の記載内容に誤りはないか  

収支予算の記載内容に誤りはないか  

収入と支出の合計額は同額となっているか  

収支予算の欄の交付金の額は、交付申請額と一致しているか  

9 

弁当発注報告書 

※食事の提供がある場合 

記入例を参照したか（記入例 9 ページ）  

提出日は、食事提供日の 10 日前の日以前であるか  

－ 
東広島市地域づくり推

進交付金交付請求書 

別紙記入例を参照したか  

「令和８年  月  日付け指令東広地推第   号」は空欄か  

請求日の日付は空欄か  

口座の記載漏れはないか  

請求額は、交付金交付申請書の交付申請額と一致しているか  

－ 
東広島市地域づくり推
進交付実績報告書（地域
選択項目） 

別紙記入例を参照したか  

対象者数は、交付金交付申請書に記載した数字と一致しているか  

－ 地域選択事業報告書 

別紙記入例を参照したか  

事業実施の概要の記載内容に誤りはないか  

収支決算書における収入と支出の合計額は同額となっているか  

写真、パンフレットなど、活動の開催が確認できるものがあるか  

 地域敬老対象者名簿 写しも含め、全て返却しているか  
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問い合わせ先 

健康福祉部地域包括ケア推進課 高齢福祉係 

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 

電話：082-420-0984 

Mail：hgh200984@city.higashihiroshima.lg.jp 

 

地域振興部地域づくり推進課 

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 

 電話：082-420-0924 

 

各支所担当課 

 黒瀬支所福祉保健課  

〒739-2692 東広島市黒瀬町丸山 1333 

電話：0823-82-0220 

 

 福富支所地域振興課 

〒739-2303 東広島市福富町久芳 1545-1 

電話：082-435-2211 

 

 豊栄支所地域振興課  

〒739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋 963-2  

電話：082-432-2563 

 

 河内支所地域振興課 

〒739-2201 東広島市河内町中河内 1166  

電話：082-437-1109 

 

 安芸津支所福祉保健課 

〒739-2492 東広島市安芸津町三津 5556-1  

電話：0846-45-2065 


